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平成 30 年度第５号 
通 算 第 3 7 号 

令和元年５月 31 日 

尼 崎 市 総 務 局 

人事管理部給与課 

 

━平成 31年度向け合理化について━ 

 

◎日時・場所 

 平成 31年３月 25日（月）午後７時 40分～午後８時 00分（すこやかプラザ多目的ホールＢ） 

 

◎交渉に先立っての発言（給与課長） 

 尼崎市職員労働組合からの平成 31年２月 25日付け「2019 春闘要求書」における「１ 賃金引

き上げに関すること ⑵「技能労務職給料表」導入の経過や、これまでの労使合意に基づき、現業

職の将来像を明らかにすること。」との要求に対しては、「引き続き現業評議会と協議を重ねてい

きたい。」と尼崎市職員労働組合に対して回答していたところであるが、今年度の確定交渉も踏ま

え、技能労務職に係る様々な課題・対応方策などについて協議を進めていくこととしており、引き

続き誠実な対応に努めていきたいと考えている旨の補足説明を尼崎市現業評議会に対して行った。 

 

◎今回の交渉の主な目的 

 平成 30 年９月 27 日及び 11 月 12 日に提案した平成 31 年度向け合理化について確認等を行うた

め、交渉の場を持った。  

 

◎具体的な交渉内容 

１ 平成 31年度向け合理化について 

 課題の要旨 

  平成 30年９月 27日及び 11月 12日に提案した合理化項目について、支部での協議の確認を行

った。 

  なお、これまでに提案した平成 31年度向け合理化項目は、次のとおりである。 

１ クリーンセンター廃棄物受入業務の一部の見直しについて（経済環境局） 

２ 道路橋りょう維持管理業務の一部の見直しについて（都市整備局） 

３ 公園維持管理業務の一部の見直しについて（都市整備局） 

４ 校務員業務の一部の見直しについて（教育委員会事務局） 

 

 

尼崎市現業評議会との 

交 渉 状 況 
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現業評議会の主張 当局の回答 

クリーンセンター廃棄物受入業務の一部の見

直しについて 

環境支部では、今後も直営業務を残すべきと

の考えの下で、今回の提案内容を受け入れたも

のであるが、当局の見解は。 

 

 

平成 27年 10月に策定した「今後の超少子高

齢社会に対応するための行政執行体制の在り方

について」に基づき、技能労務職の担う業務の

うち単純労務業務については、全てアウトソー

シングを導入する方向で検討を進めているとこ

ろであるが、技能労務職員が現在担っている業

務の中には非現業業務として引き続き直営で担

う業務もあり得るものであり、こうした整理が

できるかどうかについては、引き続き協議が必

要と考えている。 

道路橋りょう及び公園維持管理業務の一部の

見直しについて 

建設支部において諾との回答に当たって付し

た付帯条件について、きちんと全て対応するの

か。 

 

 

付帯条件の全てについて要求どおりの対応を

することは難しいが、必要な事項については協

議を継続していくべきものであると考えてい

る。 

 道路橋りょう及び公園維持管理業務について

は、アウトソーシングによって２班体制が１班

体制になることで、作業長ポストの数が自動的

に減となるわけではないことを確認したい。 

 作業長ポストの数を整理した際に、１班当た

り作業長１人が望ましいとされたことを踏まえ

ると、２班のうち１班をアウトソーシングして

いく中で、作業長ポスト数を現状維持とするこ

とは難しいと考えている。 

 これまで作業長ポストが埋まっていなかった

ことに対し何の対応もないまま、アウトソーシ

ングを理由にポストを削減するのはおかしいの

ではないか。作業長ポストの数については管理

運営事項かもしれないが、現業評議会として

は、今後につながるような対応を求めていく考

えである。 

 本業務については、職責等を鑑みて１班４名

体制で１人の作業長ポストを設けているもので

あり、今回２班から１班の体制となる中、２人

の作業長ポストを維持することは難しいと考え

ている。適正な作業長ポストの数については、

来年度、他の課題も合わせて引き続き協議して

いきたい。 

 課題解決への方向性 

平成 31 年度向け合理化について、現業評議会は各支部での協議状況を尊重し、合意の意向を

示した。 

 以 上  

（給与課）
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